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Ⅳ サブＷＧ検討結果：輸出関連業務（ＳＩＲ／ＥＩＲ）
及びインボイス業務（ＩＶＡ）の改善
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１.  ＳＩＲ・ＩＶＡ関連サブＷGにおける検討結果（１）

海 上

項番 項 目 サ ブ W G 検 討 結 果
詳細のご提案

参照

【ＳＩＲ業務の位置づけと後続業務との関連を整理】

① ＳＩＲ業務と後続業務との
業務フローの再整理

・海上における輸出については、Ｂ／Ｌ関連と申告関連を別の業務フローとして整理する。 Ｐ3-4

・Ｂ／Ｌ関連については、ＳＩＲをＡＣＬの上流情報と位置付け、ＳＩＲの項目はＡＣＬの項目に原則とし
て合わせる。（ＳＩＲをＡＣＬの先行業務として必須化するものではない。）

資料２

・申告関連については、ＥＣＲ－ＥＤＡ（一部：ＩＶＡ－ＩＶＢ－ＥＤＡ）を基本ルートとして、この間の
業務項目は可能な限り統一性を持たせる。

資料5

・ただし、ＳＩＲの情報のうち、ＥＣＲ、ＩＶＡに利用可能な項目については、情報の流用（呼出し）を可
能とする。（ＩＶＡ業務時にＳＩＲ業務から情報を呼出す新規機能を追加）

資料3

② ＳＩＲと船腹予約情報登録業
務及びブッキング情報登録と
の連携

・ブッキング情報登録（ＢＫＲ）の項目のうち、ＳＩＲ業務に流用可能な項目について、呼出しを可能とす
る。

資料１

・ブッキング情報登録（ＢＫＲ）の先行業務として「船腹予約情報（荷主→船会社等）」登録業務を新設す
る方向で検討する。

別途船腹予約業務の
システム化にて提案

【ＳＩＲ業務の入力項目について後続業務との関連を踏まえて整理】

③ ＢＫＲ／ＳＩＲ／ＥＣＲ／Ｉ
ＶＡ／ＥＤＡ／ＡＣＬ等の関
連業務における項目の検討

・項目内容の統一化を図るため、各業務において項目追加および見直しを図る。 個別の業務間マッ
ピング表（資料1-

6）にて提案・マッピング表を作成、項目遷移の整理及び項目内容の統一化を図る。

【ＩＶＡ業務の見直し】

④ ＩＶＡ業務の位置づけと情報
連携の強化

・ＩＶＡ業務は商業用インボイスとしての利用を最優先せず、プロフォーマインボイスとしての利用を前提
とする。（商業用インボイスとしての利用を否定するものではなく、商業用としての利用は引き続き視野に
入れる。）

－ －

・ＰＡＡ（Pan Asian e-Commerce Alliance）*フォーマットへの準拠は継続する。 資料6

・ＳＩＲの項目のうちＩＶＡで利用可能な項目については、呼出しを可能とする。（新規機能） 資料4

・ＩＶＡ業務の荷主以外の利用については、継続検討とする。 ※ 資料Ａ

第11回ＷＧ（2014.11.14）において了承を得た検討結果を実施するため、次期ＳＩＲ・ＩＶＡ・ＩＩＲ関連業務等において必要な変更を行うことを提案

をする。（表中 については第１９回WGで提案済み。※については今回の提案内容。）
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１.  ＳＩＲ・ＩＶＡ関連サブWGにおける検討結果（２）

航 空

項番 項 目 サ ブ W G 検 討 結 果

【ＥＩＲ業務の位置づけと後続業務との関連を整理】

⑥ ＥＩＲ業務と後続業務との業務
フローの再整理

・ＥＩＲの情報のうち、ＩＶＡに利用可能な項目については、情報の流用（呼出し）
を可能とすることを検討したが、第6次ＮＡＣＣＳでは見送りとする。

－ －

【ＩＶＡ業務の見直し】

⑦ 前記海上④に同じ 前記海上④に同じ（ただし、ＩＶＡにおける呼び出し可能可は除く。）

※
④に同じ

そ の 他

項番 項 目 サ ブ W G 検 討 結 果

【業務の統廃合】

⑧ ＳＩＲ業務とＥＩＲ業務の統合等 ・ＳＩＲ業務とＥＩＲ業務の統合について、第6次ＮＡＣＣＳでは見送りとする。 － －

・現行ＳＩＲ業務を廃止し、現行ＳＩＲ０２業務を新ＳＩＲ業務とする。 － －

・現行ＥＩＲ業務を廃止し、現行ＥＩＲ０２業務を新ＥＩＲ業務とする。 － －

・現行ＩＶＡ業務を廃止し、現行ＩＶＡ０２業務を新ＩＶＡ業務とする。 － －

海 上

項番 項 目 サ ブ W G 検 討 結 果
詳細のご提案

参照

【ＩＩＲ業務】

⑤ ＩＩＲ業務の見直し ・ＩＩＲ業務は、後続業務との連携を一部実施する方向で検討する。

※ 資料７・ＩＩＲ業務で荷主から送信される「荷主リファレンス番号」「荷主セクションコード」について、
ＩＤＡ業務で流用（呼出し）可能となるようＩＤＡ業務の入力項目に追加を検討する。
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船腹予約・

ブッキング
S／I送付 ＡＣＬ情報作成

ハウスＢ／Ｌ情報

集約
ＡＣＬ情報受信

輸
出
者

海
貨
業

ＮＶＯ
ＣＣ

船
会
社
・

船
舶
代
理

店

船積指図書（S／I）
情報登録ＳＩＲ

ＡＣＬ情報登録
ＡＣＬ０1／０2

ＡＣＬ情報登録
（ハウス単位）呼出し

ＡＣＬ１２

ＡＣＬ情報登録
ＡＣＬ０1／０2

２．Ｂ／Ｌ・申告関連業務 業務フローの整理（海上輸出）

貨物情報登録 インボイス作成 搬入／申告 バンニング ＣＹ搬入・船積 出港

輸
出
者

海
貨
業

通
関
業

通
関
業

保
税

蔵
置
場

Ｃ
Ｙ

船
会
社

船
舶
代

理
店

船積情報登録
ＣＬＲ

輸出貨物情報登録
ＥＣＲ

ＣＹ搬入確認登録
ＣＹＡ

船積確認登録
ＣＣＬ

バンニング情報登録
ＶＡＮ／ＶＡＥ

船腹予約登録
ＢＲＲ

ブッキング情報登録
ＢＫＲ

ｲﾝﾎﾞｲｽﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾘｽﾄ
仕分情報登録

ＩＶＢ

ｲﾝﾎﾞｲｽﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾘｽﾄ
情報呼出し
ＩＶＡ０１

輸出申告
ＥＤＢ／ＥＤＡ

ＥＤＣ

【凡例】

任意業務フロー

必須業務フロー

マスター
ＡＣＬ情報

搬入確認登録
（輸出未通関）

ＢＩＣ

船積指図書情報呼出し
ＳＩＲ１１

ＡＣＬ情報登録
呼出し

ＡＣＬ１１

ｲﾝﾎﾞｲｽﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾘｽﾄ
情報登録
ＩＶＡ

輸出貨物情報呼出し
ＥＣＲ１１

ｲﾝﾎﾞｲｽﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾘｽﾄ
仕分情報呼出し
ＩＶＢ０１

入力項目の追加
「船会社コード」「ブッキング番号」
追加しＢＫＲに登録された情報を
ＳＩＲに呼出し可能とする。

入力項目の追加
「Ｎ－Ｓ／Ｉ番号」追加し
ＳＩＲに登録された情報を
ＩＶＡに呼出し可能とする。

ハウス
ＡＣＬ情報

（
Ｂ
Ｌ
作
成
関
連
フ
ロ
ー
）

（
申
告
関
連
フ
ロ
ー
お
よ
び
貨
物
業
務
フ
ロ
ー
）

資料①

資料②

資料③

資料④

資料⑤資料⑤

資料⑥
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通関指示送付 インボイス作成 申告 貨物引き取り

輸
入
者

保
税
蔵
置
場

通
関
業

税
関

輸入申告変更事項
呼出し
ＩＤＤ

輸入申告
ＩＤＣ

輸入申告変更事項
登録

ＩＤＡ０１

輸入申告変更
ＩＤＥ

輸入申告審査終了
ＣＥA

貨物引き取り

輸入申告事項呼出し
ＩＤＢ

ｲﾝﾎﾞｲｽﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾘｽﾄ
仕分情報登録

ＩＶＢ

ｲﾝﾎﾞｲｽﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾘｽﾄ
情報登録
ＩＶＡ

ｲﾝﾎﾞｲｽﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾘｽﾄ
情報呼出し
ＩＶＡ０１

ｲﾝﾎﾞｲｽﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾘｽﾄ
仕分情報呼出し
ＩＶＢ０１

輸入指示書登録
ＩＩＲ

輸入申告事項登録
ＩＤＡ

入力項目の追加
「ＩＩＲ番号」追加しＩＩＲに登録
された情報をＩＤＡに呼出し可能と
する。

輸入指示書情報
呼出し

ＩＩＲ１１（仮称）

新規業務
一度登録したＩＩＲ情報を呼出し
訂正および削除を可能とする。

【凡例】

任意業務フロー

必須業務フロー

３．申告関連業務 業務フローの整理（海上輸入通関）

資料⑦
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